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ふるさと振興部

学事振興課総括課長 殿

岩手県警察本部

警備部公安課長

夏季休業期間中における化学物質の保管管理に関する注意喚起について（依頼）

平素から警察行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

県警察では、令和５年に陸前高田市内で開催予定の四大行幸啓の一つ「第73回全国植樹

祭」及び広島県内での開催予定の「第49回先進国首脳会議」に向けて、警備の万全を期す

るため、全国警察一丸となった諸対策を推進中であります。

これら大規模イベントは、各国メディアがその開催状況を世界に発信するため、テロ組

織が自身の主義主張をアピールする絶好の場と捉えて、テロの標的とする傾向があります。

また、昨今のテロでは、一般に販売されている化学物質を材料とした自家製爆弾が使用さ

れております。過去には、岩手県内においても過激派が爆弾を製造していた事案が発生し

ています。

このほか、最近では、組織や思想的背景のない人物が、爆発物の製造方法が掲載された

インターネット等の情報に触発され、爆発物を製造するなどといった事例も見られます。

警察では、これら事案の絶無に向けて、爆発物の原料となり得る化学物質11品目（塩素

酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿

素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム）を販売する事業者等に対し、盗難防止のた

めの保管管理の徹底、販売時における本人確認の徹底等を依頼するなど、官民一体となっ

た警備諸対策に一層力を入れて取り組んでいるところでありますが、これから夏季休業期

間を迎える学校では、教職員や生徒が長期間不在となり、化学物質の管理体制に間隙が生

じるおそれがあることから、貴課所管の県内各私立学校に対して、夏季休業期間中におけ

る化学物質の保管管理の徹底について注意喚起を行うとともに、盗難及び紛失時の警察へ

の速報について周知していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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